
宮崎県告示第46号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。

平成23年１月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林予定森林の所在場所 日南市南郷町津屋野字岡

ヶ平3877－３（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び

に日南市役所に備え置いて縦覧に供する。

宮崎県告示第47号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。

平成23年１月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林予定森林の所在場所 串間市大字本城字上篠原

5561－２（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び

に串間市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第48号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成23年１月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡椎葉村大字不土野字楮株

86－８

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに椎葉村役場に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第49号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成23年１月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡椎葉村大字不土野字橋之

本 260－７

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字橋之本 260－７（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
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害 2害

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第50号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成23年１月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡椎葉村大字不土野字下灰

ノ川内 589－２・字上灰ノ川内 627－25（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）、字下灰ノ川内 587、 588、字上灰ノ川

内 624、 627－19、 627－27

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字下灰ノ川内 587・ 589－２・字上灰ノ川内 624・ 627－

25・ 627－27（以上５筆について、次の図に示す部分に限る

。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第51号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成23年１月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡椎葉村大字大河内字戸屋

ノ尾1595

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに椎葉村役場に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第52号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第２項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成23年１月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 西諸県郡高原町大字広原字大鹿倉

5478－11（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的 干害の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西諸県農林振興局並び

に高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

平成22年度行政書士試験の合格者について

行政書士法（昭和26年法律第４号）第４条第１項の規定により宮

崎県知事から委任された平成22年度行政書士試験の合格者の受験番

号は、次のとおりです。

平成23年１月24日

財団法人行政書士試験研究センター理事長 木 寺 久

8910008 8910040 8910084 8910086 8910108 8910159

8910212 8910259 8910266 8910280 8910335 8910337

8910376 8910382 8910446 8910511

以上16名

雑雑 報報
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